
 
薬
事
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
五
月
三
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐
賀
県
知
事 

 

古 
 

川 
 
 
 
 

康 
 
 
 

 

佐
賀
県
規
則
第
六
十
号 

 
 
 

薬
事
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

薬
事
法
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
佐
賀
県
規
則
第
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 

第
七
条
中
「
配
置
従
事
届
書
」
を
「
配
置
従
事
届
」
に
改
め
る
。 

 

第
九
条
中
「
に
記
載
さ
れ
て
い
る
従
事
者
及
び
配
置
販
売
業
者
の
氏
名
又
は
住
所
」
を
「
の

記
載
事
項
」
に
、「
配
置
従
事
者
身
分
証
明
書
書
換
交
付
申
請
書
」
を
「
配
置
従
事
者
身
分
証

明
書
書
換
え
交
付
申
請
書
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
二
条
中
「
登
録
販
売
者
試
験
受
験
願
書
」
を
「
登
録
販
売
者
試
験
受
験
申
請
書
」
に

改
め
る
。 

 

第
十
四
条
を
第
十
五
条
と
し
、
第
十
三
条
を
第
十
四
条
と
し
、
第
十
二
条
の
次
に
次
の
一

条
を
加
え
る
。 

 

（
不
正
行
為
が
あ
っ
た
場
合
の
措
置
） 

第
十
三
条 

知
事
は
、
法
第
三
十
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
試
験
に
関
し
て
不
正
の
行

為
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
不
正
行
為
に
関
係
の
あ
る
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
受
験
を

停
止
さ
せ
、
若
し
く
は
そ
の
試
験
を
無
効
と
し
、
又
は
合
格
の
決
定
を
取
り
消
す
こ
と
が

で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
合
格
の
決
定
を
取
り
消
さ
れ
た
者
は
、
当
該
取
り
消
さ
れ
た
登
録

販
売
者
試
験
に
係
る
施
行
規
則
第
百
五
十
九
条
の
六
に
規
定
す
る
合
格
の
通
知
書
が
あ
る

と
き
は
、
直
ち
に
、
こ
れ
を
知
事
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

様
式
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

1



様式第５号（第７条関係） 

 

（    年）配置従事届 

 

年  月  日  

 

  佐賀県知事         様 

 

氏 名           ㊞  

 

  下記により、配置従事の届出をします。 

 

記 

 

配置販売業者 
氏 名  

住 所  

配 置 従 事 者 
氏 名  

住 所  

期 間 区 域 

      月   日から 

      月   日まで 
        県一円 

      月   日から 

      月   日まで 
        県一円 

      月   日から 

      月   日まで 
        県一円 

      月   日から 

      月   日まで 
        県一円 

備 考 

 

 

 
 

 注 １ ハガキを使用してもよい。 

   ２ 氏名については、記名押印又は署名のいずれかにより記載すること。 
 

備考 この様式は、九州各県（沖縄県を除く。以下同じ。）の共通様式です

ので、宛先を書き換えていただければ、九州各県で使用できます。 

 

 

2



 
様
式
第
六
号
中
「一

般
従
事
者
・
既
存
配
置

」
を
「一

般
従
事
者

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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様式第７号（第９条関係） 

 

配置従事者身分証明書書換え交付申請書 

 

年  月  日  

 

  佐賀県知事         様 

 

               申請者 住 所 

                   氏 名           ㊞  

 

  下記により、配置従事者身分証明書の書換えを申請します。 

 

記 

 

 

 注 氏名については、記名押印又は署名のいずれかにより記載すること。 
 

備考 この様式は、九州各県（沖縄県を除く。以下同じ。）の共通様式です

ので、宛先を書き換えていただければ、九州各県で使用できます。 

 

  

配 置 従 事 者 

種   別 薬剤師・登録販売者・一般従事者 

身分証明書

番   号
      第     号 

配置販売業者 

氏   名  

住   所  

許 可 番 号  

許可年月日  

変 更 事 項 

 変更前  

変更後  

備 考 
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様式第８号（第 10 条関係） 

 

配置従事者身分証明書再交付申請書 

 

年  月  日  

 

  佐賀県知事         様 

 

               申請者 住 所 

                   氏 名           ㊞  

 

  下記により、配置従事者身分証明書の再交付を申請します。 

 

記 

 

 

 注 氏名については、記名押印又は署名のいずれかにより記載すること。 
 

備考 この様式は、九州各県（沖縄県を除く。以下同じ。）の共通様式です

ので、宛先を書き換えていただければ、九州各県で使用できます。 

 

  

配 置 従 事 者 

種   別 薬剤師・登録販売者・一般従事者 

身分証明書

番   号
      第     号 

配置販売業者 

氏   名  

住   所  

許 可 番 号  

許可年月日  

再交付申請の 

理由 
 

備 考 
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様式第９号（第 12 条関係） 

 

登録販売者試験受験申請書 

 

 

  薬事法第 36 条の４第１項の規定による登録販売者試験を受けたいので、関

係書類を添えて申請します。 

 

年  月  日  

 

  佐賀県知事        様 

 

 注 １ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

   ２ 字は、墨、インク等を用い、楷書で明瞭に書くこと。 

   ３ 氏名については、記名押印又は署名のいずれかにより記載すること。 
 

備考 この様式は、九州各県（沖縄県を除く。以下同じ。）の共通様式です

ので、宛先を書き換えていただければ、九州各県で使用できます。 

 

本   籍  
※都道府県名（外国籍を有する

者は国名）を記入すること。

住   所 

〒 

連  絡  先 

電 話 番 号 
 

※携帯電話等、平日の日中に確

実に連絡のつく番号を記入

すること。 

ふ り が な 

氏   名 
                       ㊞ 

生 年 月 日      年  月  日 性  別 男 ・ 女 

備   考  
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様
式
第
十
号
中
「第

1
3
条
関
係

」
を
「第

1
4
条
関
係

」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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